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令和７年度 タクシー利用券・バス利用券・自動車燃料購入券・自動車燃料費助成
 問合せ…福祉課（☎025-520-5695）

対身体障害者手帳１～３級、精神障害者保健福祉手帳１～２級、療育手帳Ａの交付を受け
ている人で今年度、当該制度を利用している人
※所得制限があるため、申請受付時に令和５年中の所得を確認します。
●助成内容
　下記①～④のうち、いずれか１つを申請できます。

種類 申請に必要なもの

① タクシー利用券
申請書、障害者手帳、マイナンバーカード

② タクシー利用券とバス利用券セット

③ 自動車燃料購入券
申請書、障害者手帳、運転免許証、車検証、マイナンバーカード

④ 自動車燃料費助成

※ 手帳所持者以外の人が手続きする場合、上記のほか、手続きする人の本人確認ができる運転免許証などと、手
帳所持者本人の印鑑を持参してください。

※申請書は、ホームページからダウンロードできます。（申請窓口にもあります）
※ タクシー利用券または自動車燃料購入券の交付を郵送で希望される場合は、郵送料（460円）分、

タクシー利用券とバス利用券のセットの交付を郵送で希望される場合は、郵送料（620円）分の
切手を添えて申請してください。

※助成額は、市議会３月定例会の審議後に決定します。
受付場所 受付日時 受付時間

福祉課、各総合事務所
福祉交流プラザ（福祉申請窓口） ３月26日㊌～随時

午前８時30分～午後５時15分南出張所 ３月26日㊌、27日㊍

北出張所 ３月28日㊎

パブリックコメント（市民意見公募手続き）�

所公表場所＝各問合せ先、市政情報コーナー（市役所木田第一庁舎１階）、各総合事務所、南・北出張所、市民プラザ、
高田図書館、高田図書館浦川原分館、オーレンプラザ、教育プラザ、直江津学びの交流館、ユートピアくびき希
望館、市ホームページ
●意見募集結果の公表

案件名 公表期間 問合せ

上越市犯罪被害者等支援条例（案） ３月17日㊊まで 市民安全課（☎025-520-5661、
shimin-anzen@city.joetsu.lg.jp）

上越市まち・ひと・しごと創生長期ビジョ
ン（令和７年改訂版）（案）、第３期上越
市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）

３月19日㊌まで 総合政策課（☎025-520-5624、
sou-seisaku@city.joetsu.lg.jp）

上越市一般廃棄物処理基本計画（案） ２月25日㊋～３月26日㊌ 生活環境課（☎025-526-5111（内線4113）、
seikatsu@city.joetsu.lg.jp）

●実施しない理由の公表
案件名 公表期間 問合せ

農業経営基盤の強化の促進に関する計画（地
域計画）の案 ２月27日㊍～３月28日㊎

農政課（☎025-520-5749）
上越市農業振興地域整備計画の変更案 ３月中旬～４月中旬

詳しくは


